
所管課

【長期総合計画体系】

１　補助の目的

２　成果指標

３　補助対象事業・補助対象者

４　補助対象（外）経費

５　補助率・補助限度額、積算根拠

６　補助期間（期間終了後の継続及び終了の判断は、必要性や成果等の検証により行う）

糸島市補助金設計書

人権・男女共同参画推進課

補助金名称 学校人権・同和教育研究委員会補助金

区分 ②奨励・支援的事業補助

該当例規等
糸島市人権・同和教育推進補助金交付規程、糸島市人権・同和教育推進協議
会規約、部落差別解消推進法

基本目標５＿みんなの力で進める協働のまちづくり

政策３＿人権･同和教育の推進

施策⑧＿人権問題解決のための啓発活動を推進する

　市人権・同和教育推進協議会の推進機関の一つとして活動する学校人権・同和教育研究
委員会が行う、就学前、小中高学校での人権・同和教育を推進する事業に補助金を交付
し、子どもたちの進路保障・学力保障、教職員・行政関係者の人権認識向上、人権・同和
教育推進による課題の共有化と取組の連携等を行い、人権・同和問題の早急な解決を図
る。

成果指標：糸島市人権・同和教育研究大会分科会参加者の増
　　　　　平成28年度実績(のべ1,375人)
目標値：(令和2年度事業において)平成２８年度実績の５％増

補助対象事業
　校区事業推進委員会、就学前教育部会、小中学長研究会、小中高担当者会、進路保障研
究会の研究活動
補助対象者
　学校人権・同和教育研究委員会

補助対象経費
・報償費
・旅費
・需用費
・役務費
・調査研究費
・負担金
 

補助率：100%
補助限度額：１，７００千円
※学校人権・同和教育研究委員会補助金は、糸島市人権・同和教育推進協議会規約第６条
で設置する学校人権・同和教育研究委員会の事業補助で、本市の人権・同和教育の推進に
公益性が高く、市の施策に必要なものであり、また、同規約第９条では市同協の経費は、
市費及びその他の収入を持って充てるとしているが自主財源はなく、補助率の例外を適用
しなければ、補助目的を十分に実現できないため。

令和２年度まで


